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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部端子と、該内部端子と導通した実装端子を備えた絶縁性パッケージと、圧電基板上
に励振電極及びリード電極を形成した構成を備え且つ前記内部端子上に導電性接着剤によ
って該リード電極を電気的機械的に接続されることにより前記絶縁性パッケージ上に片持
ち支持される圧電振動素子と、を少なくとも備えた圧電デバイスにおいて、前記圧電振動
素子を構成する圧電基板は、前記内部端子と対面する下面の一部に凸部を有し、前記圧電
振動素子は、前記導電性接着剤を介して前記内部端子と接続する際に、該導電性接着剤の
前記圧電振動素子自由端側における厚さがその中間部、或いは／及び、前記圧電振動素子
保持端側における厚さよりも厚くなるように構成されていることを特徴とする圧電デバイ
スにおける圧電振動素子の保持構造。
【請求項２】
　内部端子を備えた凹所を有し且つ外底面に該内部端子と導通した実装端子を備えた絶縁
性パッケージと、圧電基板上に励振電極及びリード電極を形成した構成を備え且つ前記内
部端子上に導電性接着剤によって該リード電極を電気的機械的に接続されることにより凹
所内に片持ち支持される圧電振動素子と、該凹所開口を気密封止する金属蓋と、を少なく
とも備えた圧電デバイスにおいて、前記圧電振動素子を構成する圧電基板は、前記内部端
子と対面する下面の一部に凸部を有し、前記圧電振動素子は、前記導電性接着剤を介して
前記内部端子と接続する際に、該導電性接着剤の前記圧電振動素子自由端側における厚さ
がその中間部、或いは／及び、前記圧電振動素子保持端側における厚さよりも厚くなるよ
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うに構成されていることを特徴とする圧電デバイスにおける圧電振動素子の保持構造。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の圧電振動子の保持構造を備えたことを特徴とする圧電振動子。
【請求項４】
　請求項３に記載の圧電振動子と、発振回路とを備えたことを特徴とする圧電発振器。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載の構造を備えたことを特徴とする圧電振動素子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は表面実装用のパッケージ内に配置した内部端子上に導電性接着剤によって片持ち
支持される圧電振動素子の支持構造の改良に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
表面実装型の水晶振動子等の圧電振動子は、図８（ａ）及び（ｂ）の縦断面図、及びパッ
ケージ平面図に示す様な構成を備えている。即ち、この圧電振動子は、セラミック等の絶
縁材料から成るパッケージ１０１の凹所１０２の内底面に配置した内部端子（電極パッド
）１０３上に導電性接着剤１０４を用いて圧電振動素子１１０を片持ち状態で支持し、凹
所１０２の開口を金属蓋１１５により気密封止した構成を備えている。パッケージ外底面
には、内部端子１０３と導通した実装端子１０５が配置されている。また、圧電振動素子
１１０は、水晶基板等の圧電基板１１１の表裏両面に夫々励振電極１１２と、各励振電極
１１２から基板端縁に延びるリード電極１１３と、を備えている。
図８（ｃ）は、導電性接着剤による接続構造を示す拡大図であり、ここに示した接着保持
部では、内部端子１０３の上面が平坦であるため、内部端子１０３の上面とリード電極１
１３との間に挟まれた導電性接着剤１０４は、内部端子１０３の上面に対して均一な厚み
を持った状態で硬化している。
ところで、圧電振動子は、圧電振動素子１１０を構成する圧電基板１１１による機械的な
振動を利用して出力を得ている。このため圧電基板１１１の機械的振動に係わる部分を導
電性接着剤１０４により保持してしまうと、振動が減衰して特性の劣化を招く虞がある。
そこで、小型圧電振動子では振動領域を広く確保するために、図８に示すように導電性接
着剤による保持部を基板の一端縁側に集めた片持ち保持構造を採るのが一般的である。こ
のような片持ち保持構造により、機械的な拘束端が基板の片方向に偏位するため、自由端
部（基板先端方向）での振動滅衰が発生しない。その結果として、保持による特性劣化が
抑えられる。
しかしながらこのような片持ち構造では、保持端が基板の片側にのみ存するため、落下、
衝突等による衝撃、振動等による機械的外力により、圧電振動素子の自重によりモーメン
トが発生する。
【０００３】
図９（ａ）及び（ｂ）は、落下時の衝撃等により圧電振動素子にモーメントが発生してい
るイメージ図を示す。このように導電性接着剤１０４による保持端を中心として圧電振動
素子１１０に発生するモーメントにより、接着剤に弾性変形が生じ、接着剤に応力集中が
発生している。このとき接着剤の弾性変形によるエネルギー吸収が十分でない場合、接着
剤側での応力集中により圧電振動素子と接着剤との接着部に微小な剥離や応力緩和が発生
する。その結果、接着剤による圧電振動素子端部の保持状態が変わり、特性劣化（周波数
変動、等価抵抗値の変化）が発生する。
また、内部端子１０３の上面と、圧電振動素子１１０（リード電極１１３）との間に挟ま
れた導電性接着剤１０４の厚みは通常２０μｍ程度であり、接着剤の粘度と圧電振動素子
の押付け圧等によりコントロールされるが、接着剤の粘度は、溶剤量や温度により条件が
異なるため均一に管理することは難しい。このため、内部端子と圧電振動素子との間に位
置する接着剤厚みが製造ロットにより異なってくるという問題も発生する。
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なお、圧電振動子のパッケージにおける電極パッドの構造についての特許文献は下記の通
りであるが、上記従来の不具合を解決するものは存在しない。
【特許文献１】
特開平７－２４０６５３号
【特許文献２】
特開平８－１３０４３２号
【特許文献３】
特開平１０－２２７７６号
【特許文献４】
特開平１０－１３５７６２号
【特許文献５】
特開平１１－２８９２３８号
【特許文献６】
特開２０００－３１７７３
【特許文献７】
特開２０００－１３８５３２
【特許文献８】
特開２００１－７７６５６
【特許文献９】
特開２００１－１０２８９１
【特許文献１０】
特開２００１－２８５０１１
【特許文献１１】
特開２００１－３４５６６４
【特許文献１２】
特開２００２－２６６７９
【特許文献１３】
特開２００２－８４１６０
【特許文献１４】
特開２００２－７６８１２
【特許文献１５】
特開２００２－１００９５０
【特許文献１６】
特開２００２－１１１４２６
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記に鑑みてなされたものであり、圧電振動素子をパッケージ内の内部端子上に
導電性接着剤によって片持ち支持した構造の圧電デバイスにおいて、落下、衝突などによ
る衝撃等によって接着剤による保持部に圧電振動素子を回転させる方向、その他の方向へ
の応力が発生したとしても、接着剤による応力緩和能力を高めて接着剤による保持状態の
変動を発生させないことを可能にする圧電デバイスにおける圧電振動素子の保持構造を提
供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、本発明の次の如き構成を備える。
　なお、本発明（全ての請求項に共通）における導電性接着剤の厚さは、内部端子上面と
、圧電振動素子下面（リード電極下面）との間に挟まれた部分の厚さを意味し、圧電基板
の後端縁よりも後方にはみだした部分は含まない。
【０００６】
　請求項１の発明は、内部端子と、該内部端子と導通した実装端子を備えた絶縁性パッケ
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ージと、圧電基板上に励振電極及びリード電極を形成した構成を備え且つ前記内部端子上
に導電性接着剤によって該リード電極を電気的機械的に接続されることにより前記絶縁性
パッケージ上に片持ち支持される圧電振動素子と、を少なくとも備えた圧電デバイスにお
いて、前記圧電振動素子を構成する圧電基板は、前記内部端子と対面する下面の一部に凸
部を有し、前記圧電振動素子は、前記導電性接着剤を介して前記内部端子と接続する際に
、該導電性接着剤の前記圧電振動素子自由端側における厚さがその中間部、或いは／及び
、前記圧電振動素子保持端側における厚さよりも厚くなるように構成されていることを特
徴とする。
　接着部の素板先端方向（自由端方向）の厚みを厚くすることにより、接着剤部での弾性
変形による応力吸収で、片持ち構造で発生するモーメントや、それにより付随する衝撃を
吸収することが可能となる。即ち、片持ち構造の圧電振動子において、落下衝撃等の外力
による接着部での弾性的なエネルギー吸収が大きくなる。結果として、落下衝撃を受けた
後でも、圧電基板保持部の接着部で、微小な接着剤剥離・応力緩和が起こらず、周波数変
動が起こりにくい。
　また、パッケージ側に形状加工を施して導電性接着剤の前部の肉厚を厚くするのではな
く、圧電振動素子側の下面に形状加工を施すので、圧電基板をエッチング加工する際に一
括して加工することができ、製造が容易となる。そして、落下衝撃特性の改善及び接着剤
厚みをコントロールすることが可能となる。
　請求項２の発明は、内部端子を備えた凹所を有し且つ外底面に該内部端子と導通した実
装端子を備えた絶縁性パッケージと、圧電基板上に励振電極及びリード電極を形成した構
成を備え且つ前記内部端子上に導電性接着剤によって該リード電極を電気的機械的に接続
されることにより凹所内に片持ち支持される圧電振動素子と、該凹所開口を気密封止する
金属蓋と、を少なくとも備えた圧電デバイスにおいて、前記圧電振動素子を構成する圧電
基板は、前記内部端子と対面する下面の一部に凸部を有し、前記圧電振動素子は、前記導
電性接着剤を介して前記内部端子と接続する際に、該導電性接着剤の前記圧電振動素子自
由端側における厚さがその中間部、或いは／及び、前記圧電振動素子保持端側における厚
さよりも厚くなるように構成されていることを特徴とする。
　圧電振動素子を絶縁性パッケージの凹所内で片持ち支持し、該凹所開口を金属蓋にて気
密封止された圧電デバイスにおいても、接着部の素板先端方向（自由端方向）の厚みを厚
くすることにより、接着剤部での弾性変形による応力吸収で、片持ち構造で発生するモー
メントや、それにより付随する衝撃を吸収することが可能となる。結果として、落下衝撃
を受けた後でも、圧電基板保持部の接着部で、微小な接着剤剥離・応力緩和が起こらず、
周波数変動が起こりにくい。また、圧電振動素子側の下面に形状加工を施すことで、落下
衝撃特性の改善及び接着剤厚みをコントロールすることが可能となる。また圧電振動素子
側の下面の形状加工は圧電基板をエッチング加工する際に一括して行うことができ、製造
が容易となる。
　そして、請求項１、２ともに、圧電基板に突起構造を設けたため、パッケージに突起構
造を設けることなく、落下衝撃特性の改善及び接着剤厚みをコントロールすることが可能
となる。つまり、接着剤粘度によらず接着剤厚みを一定に管理することが可能となる。凸
部の位置は、接着剤全部に厚肉部を形成できれば、どのような位置でも良い。
　請求項３の発明に係る圧電振動子は、請求項１又は２に記載の圧電振動素子の保持構造
を備えたことを特徴とする。
　表面実装型の圧電振動子は、絶縁パッケージ内に圧電振動素子を片持ち支持した構成を
備えている。この圧電振動子に、各請求項記載の保持構造を採用することにより、各請求
項に記載の作用効果を得ることが可能となる。
　請求項４の発明に係る圧電発振器は、請求項３に記載の圧電振動子と、発振回路とを備
えたことを特徴とする。
　請求項３に記載の圧電振動子に対して、例えばＩＣ部品化した発振回路部品を組み合わ
せてユニット化することにより、上記の各効果を奏する圧電発振器を構築することができ
る。
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　請求項５の発明に係る圧電振動素子は、請求項１又は２に記載の構造を備えたことを特
徴とする。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図面に示した実施の形態により詳細に説明する。
図１（ａ）（ｂ）（ｃ）及び（ｄ）は本発明の一実施形態に係る圧電デバイスの一例とし
ての水晶振動子の構造を示す縦断面図、金属蓋を除去した状態の平面図、パッケージの平
面図、及び要部拡大図である。
この水晶振動子１は、セラミック等の絶縁材料から成るパッケージ２の凹所３の内底面に
配置した内部端子（電極パッド）４上に導電性接着剤５を用いて圧電振動素子１０を片持
ち状態で支持し、凹所３の開口を金属蓋１５により気密封止した構成を備えている。パッ
ケージ外底面には、内部端子４と導通した実装端子６が配置されている。また、水晶振動
素子１０は、水晶基板１１の表裏両面に夫々励振電極１２と、各励振電極１２から基板端
縁に延びるリード電極１３と、を形成した構成を備えている。
【０００８】
図１の実施形態の特徴的な構成は、内部端子４の形状にあり、導電性接着剤５を介して圧
電振動素子１０のリード電極１３を接続する際に、内部端子４の上面とリード電極１３と
の間に挟まれた導電性接着剤５の先端側厚さｔ１が、その中間部の厚さｔ２よりも厚くな
るように構成した点が特徴的である。
即ち、この実施形態では、内部端子４は、その上面の中間部に凸部２０を形成することに
より、該中間部を厚肉部としている。このため、内部端子４の上面とリード電極１３との
間に挟まれた導電性接着剤５の厚さは、凸部２０よりも前方側（水晶振動素子の先端側）
においてｔ１となり、凸部２０の平坦な上面とリード電極１３との間に位置する導電性接
着剤の厚さはｔ２となり、ｔ１＞ｔ２の関係にある。従って、凸部２０上における導電性
接着剤の厚さｔ２を、図８に示した従来の圧電振動子における内部端子と水晶振動素子下
面との間の接着剤厚さ（通常、２０μｍ）と同等に設定した場合、厚さｔ１の接着剤前部
においては、従来の接着剤厚よりも凸部２０の厚さ分だけ接着剤厚が増大することとなる
。
なお、この例では、内部端子４の前後方向幅Ａを０．６ｍｍ、厚さＢを２０μｍとした場
合に、凸部２０の前後方向幅Ｃは０．２ｍｍ、高さＤは２０μｍとした（但し、一例に過
ぎない）。このため、厚さｔ１は、４０μｍ、厚さｔ２は、２０μｍとなる。
また、凸部２０よりも前方に位置する接着剤の厚みｔ１は、凸部２０の高さにより規定さ
れるため、接着剤粘度に影響されること無く、前方に位置する接着剤厚みｔ１を厚くする
ことが可能となる。
凸部２０の形成方法としては、内部端子４上に導電材料から成る凸部２０を形成する方法
の他に、パッケージ２を構成する絶縁材料（セラミック）の上面のうち、内部端子４に相
当する部分を部分的に突出させておき、この突出部分を含む領域に内部端子４を構成する
導体膜を被覆することにより、内部端子４と凸部２０を一括して形成することができる。
このことは、以下の全ての実施形態に共通する事項である。
導電性接着剤５は、例えばシリコン系の導電性接着剤を用い、硬化条件は１８０℃での２
時間加熱である。
このように本実施形態では、内部端子４の上面の中間部に凸部２０を設けたので、内部端
子４の上面と水晶振動素子の下面とを導電性接着剤により接続した場合に、凸部２０より
も前方に位置する接着剤の厚さ、量が増大することとなり、衝撃によって水晶振動素子に
対して、接着剤による保持部を中心として上下方向（厚さ方向）へモーメントが発生した
としても、その応力を十分に吸収緩和することが可能となる。従って、接着剤の弾性変形
による応力が残留することがなくなり、接着剤による水晶振動素子の保持部に変形が発生
することがない。即ち、接着剤側での応力集中により圧電振動素子と接着剤との接着部に
微小な剥離や応力緩和が発生することがなくなり、接着剤による圧電振動素子端部の保持
状態が変わることに起因した、特性劣化（周波数変動、等価抵抗値の変化）が発生する虞
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がなくなる。
【０００９】
次に、図２は本発明の第２の実施形態に係る圧電デバイスにおける内部端子の構成を示す
要部断面図である。この実施形態では、内部端子４の上面に設けた凸部２０を図１の中間
位置よりも後方に移動した形状を備えている。
この構造によっても、凸部２０よりも前方に位置する導電性接着剤の肉厚ｔ１を、凸部２
０上の接着剤の肉厚ｔ２よりも大幅に厚くして、その部分の接着剤量を増大することがで
きる。このため、図１の実施形態の場合と同様の原理によって、衝撃等によるモーメント
発生時のダメージを吸収緩和し、特性の劣化を防ぐことが可能となる。
次に、図３は本発明の第３の実施形態に係る圧電デバイスの要部構成説明図であり、この
実施形態に係る内部端子４は、その前後方向両端部を下方へ向かって厚さが漸減するよう
に湾曲、或いは直線的に傾斜させた構成が特徴的である。なお、内部端子４と水晶振動素
子１０との間にはさまれた導電性接着剤５の前部の肉厚ｔ１を後方部の肉厚ｔ２よりも厚
くするためには、内部端子４の前端部３５にのみ湾曲、或いは傾斜面を形成すればよい。
この構造によっても、湾曲、或いは傾斜した前端部３５の上方に位置する導電性接着剤の
肉厚ｔ１を、内部端子４の平坦な中央部の上方に位置する接着剤の肉厚ｔ２よりも大幅に
厚くして、その部分の接着剤量を増大することができる。このため、図１の実施形態の場
合と同様の原理によって、衝撃等によるモーメント発生時のダメージを吸収緩和し、特性
の劣化を防ぐことが可能となる。
次に、図４は、本発明の第４の実施形態に係る圧電デバイスの要部構成説明図であり、こ
の実施形態に係る内部端子４は、内部端子４の前後方向幅を塗布された導電性接着剤５の
同方向幅よりも狭くすることにより、接着剤の一部を内部端子４の前端部よりも前方には
み出させた構成が特徴的である。内部端子４の前端部よりも前方に位置する導電性接着剤
５の肉厚ｔ１は、内部端子４の厚さに相当する分だけ厚くなり、その量も増量している。
この構造によっても、内部端子４の前方に位置する凹所内底面と水晶振動素子下面との間
に位置する導電性接着剤５の肉厚ｔ１を、内部端子４の上面の上方に位置する接着剤の肉
厚ｔ２よりも大幅に厚くして、その部分の接着剤量を増大することができる。このため、
図１の実施形態の場合と同様の原理によって、衝撃等によるモーメント発生時のダメージ
を吸収緩和し、特性の劣化を防ぐことが可能となる。
【００１０】
次に、図５及び図６に夫々示した実施形態は、水晶振動素子側の下面の適所に凸部を形成
することにより、凹所内底面と水晶振動素子下面との間にはさまれた導電性接着剤の前部
の量を多くした点が特徴的である。即ち、図５、及び図６の実施形態に係る圧電振動素子
１は、導電性接着剤５を介して内部端子４と接続する際に、導電性接着剤の先端側厚さが
その中間部、或いは／及び、後方部の厚さよりも厚くなるように構成されている。
まず、図５の実施形態では、水晶振動素子１を構成する水晶基板１１の後端から少しく前
方へ変位した下面適所に、凸部４０を突設した。凸部４０は、内部端子４の前後方向幅内
に包含されるように位置が設定されており、また、凸部４０の少なくとも一部にはリード
電極１３を構成する電極膜が形成されている。
凸部４０は、エッチング加工または機械加工により形成する。
この実施形態では、内部端子４と対面する水晶基板１１の下面適所に凸部４０を形成して
いる。このため、内部端子４の上面と水晶基板１１（リード電極１３）の下面との間に挟
まれた導電性接着剤５の厚さは、凸部４０よりも前方側（水晶振動素子の先端側）におい
てｔ１となり、凸部４０の平坦な下面とリード電極１３との間に位置する導電性接着剤の
厚さはｔ２となり、ｔ１＞ｔ２の関係にある。従って、凸部４０直下に位置する導電性接
着剤の厚さｔ２を、図８に示した従来の圧電振動子における内部端子と水晶振動素子下面
との間の接着剤厚さと同等に設定した場合、厚さｔ１の接着剤前部においては、従来の接
着剤厚よりも凸部４０の厚さ分だけ接着剤厚が増大することとなる。
なお、この例では、例えば水晶基板１０の前後方向長を２．８ｍｍ、厚さを０．１２８μ
ｍとし、中心周波数を１３ＭＨｚとした構成例を前提としている。そして、凸部４０の厚
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さを２０μｍとしている。
また、凸部４０よりも前方に位置する接着剤の厚みｔ１は、凸部４０の高さにより規定さ
れるため、接着剤粘度に影響されること無く、前方に位置する接着剤厚みｔ１を厚くする
ことが可能となる。
凸部４０は、各リード電極１３が存在する水晶基板の下面にのみに局所的に独立して形成
してもよいし、一つの長尺な凸部４０を凹所内底面の全長に渡って２つのリード電極１３
に跨るように配置してもよい。
このように本実施形態では、水晶振動素子１０のリード電極１３に対応する位置に凸部４
０を設けたので、内部端子４の上面と水晶振動素子（リード電極）の下面とを導電性接着
剤５により接続した場合に、凸部４０よりも前方に位置する接着剤の厚さ、量が増大する
こととなり、衝撃によって水晶振動素子に対して、接着剤による保持部を中心として上下
方向（厚さ方向）へモーメントが発生したとしても、その応力を十分に吸収緩和すること
が可能となる。従って、接着剤の弾性変形による応力が残留することがなくなり、接着剤
による水晶振動素子の保持部に変形が発生することがない。即ち、接着剤側での応力集中
により圧電振動素子と接着剤との接着部に微小な剥離や応力緩和が発生することがなくな
り、接着剤による圧電振動素子端部の保持状態が変わることに起因した、特性劣化（周波
数変動、等価抵抗値の変化）が発生する虞がなくなる。
【００１１】
図６は本発明の第６の実施形態に係る圧電デバイスの要部構成図であり、図５における凸
部４０を水晶基板１１の後端縁に沿った位置に配置した例を示している。凸部４０の位置
以外の構成、効果は図５の実施形態と同様である。
次に、図７（ａ）及び（ｂ）は、従来構造の水晶振動子と、本発明の各実施形態に係る水
晶振動子についての落下衝撃試験後の周波数変動を示す。落下衝撃の条件は、２００ｇ負
荷を付けてコンクリート面上に、結晶軸Ｘ、Ｙ、Ｚの６方向を１サイクル（１回）として
落下した結果を示す。図７（ｂ）に示すように、本実施形態に係る水晶振動子では、落下
による周波数変動が小さくなっており、導電性接着剤前部の厚肉部による緩衝効果が高ま
っていることが明らかである。
なお、本発明は、水晶振動子等の圧電振動子のみならず、水晶振動子と発振回路を組み合
わせた水晶発振器等の圧電発振器にも適用することができる。
【００１２】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、圧電振動素子をパッケージ内の内部端子上に導電性接着剤
によって片持ち支持した構造の圧電デバイスにおいて、落下、衝突などによる衝撃等によ
って接着剤による保持部に圧電振動素子を回転させる方向、その他の方向への応力が発生
したとしても、接着剤による応力緩和能力を高めて接着剤による保持状態の変動を発生さ
せないことを可能にする。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）（ｂ）（ｃ）及び（ｄ）は本発明の一実施形態に係る圧電デバイスの一例
としての水晶振動子の構造を示す縦断面図、金属蓋を除去した状態の平面図、パッケージ
の平面図、及び要部拡大図。
【図２】本発明の第２の実施形態に係る圧電デバイスにおける内部端子の構成を示す要部
断面図。
【図３】本発明の第３の実施形態に係る圧電デバイスの要部構成説明図。
【図４】本発明の第４の実施形態に係る圧電デバイスの要部構成説明図。
【図５】本発明の第５の実施形態に係る圧電デバイスの要部構成説明図。
【図６】本発明の第６の実施形態に係る圧電デバイスの要部構成説明図。
【図７】（ａ）及び（ｂ）は落下衝撃試験後の周波数変動の比較例を示す図。
【図８】（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は従来例の説明図。
【図９】（ａ）及び（ｂ）は従来例の欠点を説明する図。
【符号の説明】
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１　水晶振動子、２　絶縁性パッケージ、３　凹所、４　内部端子（電極パッド）、５　
導電性接着剤、６　実装端子、１０　水晶振動素子（圧電振動素子）、１１　水晶基板（
圧電基板）、１２　励振電極、１３　リード電極、１５　蓋、３０　凸部３５　前端部、
４０　凸部。
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【図２】
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